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10．資料編 

（１）小中一貫教育についての基本的事項 

（文部科学省「小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引き」参照） 

 

ア 小中一貫教育が求められる背景 

小中一貫教育に取り組む背景は，市町村の事情により様々ですが，一般的な背景として，次のよ

うな点が挙げられます。 

①義務教育の目的・目標の創設 

平成 18年の教育基本法の改正により，義務教育の目的（同法第５条第２項「各個人の有する能

力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い，国家及び社会の形成者として必要とさ

れる基本的な資質を養う」）が定められ，続く平成 19年の学校教育法の改正において，小・中学

校の共通の目標として義務教育の目標規程が新設された。 

②教育内容や学習活動の充実 

今般の学習指導要領の改訂においても，９年間を見通した計画的，継続的，教科横断的な教育

課程の編成の必要性や，小・中学校の接続における連携の重要性が強調されており，一人一人の

教員が義務教育９年間の連続性を意識することの重要性が増している。 

③発達の早期化等に関わる現象 

小学校高学年段階における子どもの身体的発達の早期化が指摘されている中で，自己肯定感や

自尊感情に対して，小学校高学年から急に否定的になる傾向が見られるといった指摘や，「学校の

楽しさ」や「教科や活動の時間の好き嫌い」について，小学校５年生に上がると肯定的回答をす

る割合が下がる傾向があり，学習上のつまずきが顕在化し，その後の中学校での学習に大きな支

障が見られるとの指摘がある。 

④いわゆる「中１ギャップ」 

小学校から中学校への進学に際し，新しい環境での学習や生活に不適応を起こす，いわゆる「中

１ギャップ」と呼ばれる現象での効果的な対応の必要性が課題として取り上げられるようになっ

た。中学校に上がると不登校が増える傾向にあるが，中学校 ２，３年生でも不登校の増加は見ら

れ，登校渋りなどの兆候は，小学校の中～高学年で現れている事例も見られることから，９年間

の連続した中で課題を捉え，対策を講じる必要がある。 

⑤社会性育成機能の強化の必要性 

大人と子どものコミュニケーションの減少，ゲームやインターネットに費やす時間の増加，屋

外での活動の減少などで，集団遊びや異年齢の子ども同士の関りが減っている。 家庭や地域の状

況が変化し，地域社会における子どもの社会性育成機能が低下する中で，子どもたちの集団教育

の場である学校の役割への期待は相対的に大きくなっている。多様な異学年交流の活発化やより

多くの多様な教員が児童生徒に関わる体制の確保，中学校区を単位とした地域の活性化による地

域の教育力の強化など，学校教育活動の充実を図ることへのニーズが高まっている。 

⑥学校現場の課題の多様化・複雑化 

一人一人の教員の努力や学年単位での努力，学校単位の努力だけでは十分な対応が困難である

という認識が広がり，中学校単位での取組を充実させる必要性が指摘されている。 
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イ 小中一貫教育制度について 

①制度の３類型 

小中一貫教育を行う学校は，義務教育学校と小中一貫型小学校・中学校の２つです。基本形と

しては，一人の校長の下で一つの教職員集団が一貫した教育課程を編成・実施する９年制の学校

で教育を行う形態（義務教育学校）と，組織上独立した小学校及び中学校が義務教育学校に準じ

る形で一貫した教育を施す形態（小中一貫型小・中学校）の２つです。 

このうち小中一貫型小・中学校については，同一設置者によるものは，中学校併設型小学校及

び小学校併設型中学校（以下「併設型小・中学校」という。）設置者が異なるものは中学校連携

型小学校及び小学校連携型中学校（以下「連携型小・中学校」という。）と分類されます。 

②制度活用のメリット 

小中一貫教育を行う学校としての制度を活用することで，様々な効果が期待できます。 

【これまでの制度上の課題とその解消】 

教育課程編成や指導計画等の作成，学校評価の実施など，小中学校がそれぞれに取り組んで

いたことを，一体となって取り組む体制を整えることで，事務上の課題の解消や緩和が期待で

きる。 

【教育課程特例の活用】 

制度を活用する学校では，設置者の判断により，所定の手続きを経ることなく特別の教育課

程を編成した取組を実施することができる。 

【業務の効率化や専門スタッフの活用】 

学校事務の共同化が促進され，校務の効率化や質の向上につながることが期待できる。さら

に，スクールカウンセラーなどの専門スタッフの一層の活用が期待できる。 
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【政府による支援策等】 

法制化によって小中一貫教育の制度的基盤が整備されたことにより，予算面・人事面を含め，

政府等による支援を安定的・継続的に行うことが可能となる。 

・小中一貫教育の導入に伴い学校統合を行う場合の教員加配 

・小中一貫教育を実施する際の専科指導等のための教員加配 

・新増築（原則 1/2負担）や改修時（原則 1/3 補助）の施設整備の支援 

・小・中学校への同じスクールカウンセラーの配置 

③小中一貫型小・中学校の設置に関する考え方 

上記②制度活用のメリットは小中一貫型小・中学校や施設分離型の学校についても一定程度当

てはまる部分が多いが，義務教育学校や施設一体型の学校と比べればメリットが見えにくいとい

う声も一部に存在する。 

一方，既存の小中一貫教育の取組の大多数は，施設分離型の校舎の下で，それぞれの学校段階

に校長がおり，教職員集団も別々に組織されている中での実践であり，そのような中でも，取り

組み方次第で学習指導上・生徒指導上顕著な成果を出している事例も多数見られる。したがって，

小中一貫教育に取り組む場合に，必ずしも義務教育学校や施設一体型の学校を目指そうとする必

要はない。 

    義務教育学校と小中一貫型小・中学校，施設一体型と施設分離型，それぞれの特性を踏まえた

上で，具体的に実現したい小中一貫教育のイメージを持ちながら，どのような条件の下で小中一

貫教育に取り組むのか，丁寧に検討することが必要である。 

 

 

令和４年度 茨城県内義務教育学校一覧 

学  校  名 通常学級 特支学級 男 女 計 備 考 

中里小中学校 6 - 25 26 51 日立市 

国田義務教育学校 9 - 69 65 134 水戸市 

みなみ学園義務教育学校 9 4 102 76 178 笠間市 

美乃浜学園 18 6 243 267 510 ひたちなか市 

玉里学園義務教育学校 18 7 250 265 515 小美玉市 

小川北義務教育学校 18 5 228 237 465 小美玉市 

千代田義務教育学校 15 6 199 199 398 かすみがうら市 

新治学園義務教育学校 18 8 253 242 495 土浦市 

春日学園義務教育学校 33 9 609 494 1103 つくば市 

秀峰筑波義務教育学校 33 9 546 530 1076 つくば市 

学園の森義務教育学校 67 15 1127 1116 2243 つくば市 

みどりの学園義務教育学校 58 14 1004 967 1971 つくば市 

おくの義務教育学校 

（施設分離型） 

6 2 76 64 140 牛久市 

(上：1-4 年，下：5-9 年) 5 5 87 94 181 

かわち学園 14 6 182 191 373 河内町 

桃山学園 18 6 338 300 638 桜川市 
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（２）義務教育学校のメリットとデメリット 

 

ア 義務教育学校のメリット 

 

①中１の壁・小中ギャップの緩和・解消 

義務教育学校のメリットの１つとして，中１の壁・小中ギャップの緩和・解消が挙げられます。

小学校と中学校では学習環境，生活環境，人間関係などが大きく変化するため，生徒が変化に対応

しきれない中１の壁，小中ギャップという問題があります。小学校と中学校を１つの学校にした義

務教育学校では，小学校と中学校の間の段差を緩和することができ，小学校教育から中学校教育へ

の円滑な移行を促すことが可能となり，中１の壁や小中ギャップと呼ばれる問題が緩和・解消する

効果が期待されます。 

②系統性・連続性を意識した小中一貫教育 

小中一貫教育では系統的・継続的な学習によって教育効果が高まることが期待されます。特に校

舎一体型の義務教育学校では，教科内や教科間の学習内容の関連性を意識して指導順序や指導内容

を考えたり，児童生徒にとって理解が難しく，つまずきやすい内容は定められた学年以外でも繰り

返し指導したり，関連性の高い内容については前の学年で時間を割いて重点的に丁寧な指導をする

などの工夫が可能となります。 

③異学年交流による精神的な発達 

義務教育学校（特に施設一体型）では小学１年から中学３年に相当する生徒（１年生から９年生）

が同じ学校で学びます。施設一体型以外の施設隣接型や施設分離型では物理的な距離は離れますが，

何らかの交流の機会が持たれます。１年生から９年生までの生徒が学校行事などを通じて異学年交

流を行うことによって，上級生から下級生に対する思いやりの心，上級生・下級生の規範意識，下

級生から上級生に対する憧れの気持ちなどの醸成が期待されます。異学年交流によって精神的な発

達や社会性の育成の効果が期待されます。 

④義務教育学校の教育の特例 

通常の小学校と中学校では，各学年の１年間で学ぶべき内容・時間数が法律によって定められて

います。全国のどこで生活をしている子どもたちでも，同じ内容・同じ基準での「学びを保証」す

るためです。義務教育学校は９年間を一つの「学びの場」と考えるため，指導内容や基準は変える

ことはできませんが，子どもたちの実態や理解の程度，９年間の指導内容の系統性を考えて，指導

する時期（学年）や指導時数を柔軟に考えることを可能とする「特例」が認められています。 

⑤学年段階の区切りを６－３年以外に柔軟にできる 

現在の学校制度では，学年段階の大きな区切りは必然的に小学校と中学校の「６-３」になりま

す。しかし，義務教育学校ができたことにより，９年間の中で独自の大きな区切りを設けて子ども

たちの発達段階に応じて，効果的な教育課程を組み，児童生徒の指導を行うことが可能となりまし

た。「４-３-２」や「５-４」など様々な区切りが考えられ，平成 27年度段階では，学年段階の区切

りを「４-３-２」としている学校が 57％と半数以上で最も多く，「６-３」が 18％となっています。 
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⑥継続的な生徒に対する指導 

義務教育学校は小学校と中学校が１つの学校となり，９年間継続して生徒に対する指導が行われ

ます。そのため教員間で生徒の情報を共有しやすく，生徒指導を効果的に行うことができるように

なります。生徒の個性に応じたきめ細やかな丁寧な生徒指導が可能となります。 

 

イ 義務教育学校のデメリット 

 

①中学校の新鮮さがない 

義務教育学校は，小学校と中学校の段差をなくし，中１の壁や小中ギャップと呼ばれる状況を解

消することなどを目的としていますが，段差をなくして１つの学校にしてしまう結果，中学校の新

鮮さがなくなります。新しい学校に通うことで，やる気が出てきたり，心機一転したり，人間関係

が大きく変わったりしますが，変化するきっかけの１つが失われます。 

②リーダーシップや自主性を養う機会の減少 

学校集団の中で高学年となると，学校行事などにおいて重要な立場となるため，リーダーシップ

や自主性が養われます。小学校であれば高学年の５年生や６年生，中学校であれば３年生の時期が

該当します。しかし，義務教育学校では小学校と中学校を１つにしてしまうため，小学校段階の５

年生や６年生は高学年ではなくなり中学年となってしまい，リーダーシップや自主性を養う機会が

減ってしまいます。 

③人間関係が９年間固定化しやすい 

義務教育学校はクラス替えがあるにしても，９年間同じ生徒の構成で過ごすことになります。９

年間同じ学校で生活を送ると，人間関係が固定しやすいため，一度弱い立場に追い込まれたり，仲

間はずれになるとその状況がずっと固定化してしまい，立ち直る機会が難しい場合があります。 

④小１と中３は差があり交流に課題がある 

義務教育学校では小学１年生（１年生）から中学３年生（９年生）に相当する生徒が在籍し，学

校行事など様々な学校の活動を通じて異学年の交流や学年の縦割り活動などが行われます。しかし，

小１のような低学年と中３のような高学年では発達段階に差があるため配慮が必要となります。 

 

 

ウ まとめ 

 

・義務教育学校とは，小学校の６年間と中学校の３年間の義務教育期間の合計９年間を１つの学校

として，一貫の教育を実施するための学校で，９年間の系統的な教育，継続的な生徒指導，異学

年交流などが特徴です。 

・義務教育学校のメリットには，中１の壁の緩和・解消，系統性を意識した小中一貫教育，異学年

交流による精神的な発達などが挙げられます。デメリットには，中学校の新鮮さがない，人間関

係が固定化しやすい，などがあります。 
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11．データ編 

 

「境町立小中学校の適正規模及び適正配置に関する提言書」で示された「適正化の対象

校」について「適正化の進め方」に準じて検証を実施した際のデータ等を掲載します。 

 

① 児童生徒数の推移（行政区別 幼児・児童数一覧） 

②－１ 児童生徒数の推移（境小 → 静小） 

②－２（表 1）境一中学区域内の小学校の通学区域の見直しによる推移 

③－１ 児童生徒数の推移（猿島小 ⇔ 森戸小） 

③－２（表２）境二中学区域内の小学校の通学区域の見直しによる推移 

④－１ 児童生徒数の推移（境小 → 猿島小） 

④－２（表３）隣接する中学校区域内の隣接する小学校間での通学区域見直し後の推移 

⑤（表４）通学区域の見直しによる中学校の推移 

⑥（表５）通学区域が隣接する「境小・静小」又は「長田小・静小」の統合による推移 

⑦（表６）通学区域が隣接する「猿島小・森戸小」の統合による推移 

⑧（表７）通学区域が隣接する「境一中・境二中」の統合による推移 

⑨（表８）猿島小･森戸小･境二中が小中一貫型学校となった場合の推移 
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